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多くの会社では、決算書に「電話加入権」が資産
計上されている。これは過去に電話を設置・加入し
た際にかかった施設設置負担金が権利として計上
されたものであろう。この電話加入権は非減価償却
資産とされているが、その理由は①権利の額が時の
経過により減少しないこと、②その権利を売買でき
る市場があり、自由に譲渡できること、である。
ＮＴＴによると、電話加入権は昭和27年、装置

料・負担金として3万4千円でスタートし、現在の施
設設置負担金は7万2千円、ただし、現在は加入時に
全額支払うか又は全額支払う代わりに月々の使用料
にオンされて支払っていくか選択可能であり、加入
時に全額支払う人は全体の約1割と非常に少ないの
が実情だという。
一方、携帯電話に関しては、平成8年12月から携

帯電話の新規加入料は無料化され、契約事務手数
料のみを支払えばサービスを受けられることになっ
た。この契約事務手数料は、実質的に譲渡性がな
いと考えられるため、税法上においても、電話加入
権と異なり、減価償却資産である電気通信施設利
用権として取り扱っている。耐用年数は20年だが、
取得価額が10万円未満であれば、事業供用年度の
損金の額に算入可能である。
固定電話の電話加入権と携帯電話の電気通信施
設利用権、いずれも税法上の取り扱いは上述した
とおりであるが、その背景となる通信業界について
少し述べてみたい。
携帯電話という新たな通信媒体の登場により、電
話加入権自体がバリューをもっていた通信業界の過
去のビジネスモデルは著しく変わった。固定電話の

ＩＰ化、課金の従量制体系、そして、デジカメ・音
楽・テレビ等情報端末としての機能を備えた新世代
の携帯電話など、新しい技術革新の環境でのさらに
斬新なビジネスモデルが台頭し始めている。日本
国内での携帯電話市場は競争サイクルでみた場合、
急激な成長の後、過剰生産能力とコモディティ競争
の段階に入っており、企業は新たな成長機会を探
っている（図表1）。しかし一方、中国市場において
は、日本企業は欧米企業に対し、戦略上のさまざま
なハードルにより、競争力を発揮できていない。

こうした市場経済の動きの中で電話加入権をとら
えてみると、現在決算書に計上されている過去の電
話加入権のバリューは実体を伴っていないといって
も過言ではないだろう。今後、電話加入権の廃止を
含めた見直しが求められ、それに伴い、過去の電話
加入権の処理を税法上どう取り扱うのかという論議
も当然必要になってくるであろう。税法は経済取引
の実態に対応したものであるべきではないだろうか。
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図表1　競争サイクルの段階 
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